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志 摩 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

1. 会 議 の 種 類  令和５年第１０回定例会 

1. 招 集 年 月 日  令和５年１０月１３日（金） 

1. 開 催 年 月 日  令和５年１０月２０日（金） 

1. 開 催 場 所  志摩市役所６０２・６０３会議室 

1. 招 集 を し た 者  舟戸 宏一 

1. 委 員 数  ４名 

1. 出 席 委 員   濵口 茂之・山下 行重・坂中 小百合・柴原 千峰 

1. 欠 席 委 員 

1. 会 議 に 出 席 し た 者  教育部長                 井上 辻明 

教育総務課課長             山本 富紀 

学校教育課長              金光 孝裕 

学校教育課副参事兼管理主事       村井 浩志 

総合教育センター長           澤田 真仁 

生涯学習スポーツ課長          前田 和久 

1. 傍 聴 人  ０名 

1. 事 項 
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開 会   開会時間    ９時 00分 

 

日程第 １  会議録署名委員の指名 ４番 柴原 委員 

 

日程第 ２  教育長報告 

 

追加日程第１ 議案第 30号 令和５年度志摩市教育委員会事務局職員の人事の承認について 

 

日程第 ３  報告第 32 号 「子どもの育ちや学びの支援 志摩市総合教育センター」（保護者

宛文書）の配付について 

 

日程第 ４  報告第 33 号 志摩市総合教育センター運営委員会 令和５年度 第２回会議に

ついて 

 

日程第 ５  その他協議・報告案件について 

① 各課からの報告 

② その他 

 

 

閉 会   閉会時間    ９時 20分 
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教育長 

 

 

日程第１ 

 

教育長 

 

 

委員 

 

日程第２ 

 

教育長 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

追加日程第

１ 

 

教育長 

 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

定刻となりましたので、ただいまより、令和５年第 10回定例教育委員会を開会し

ます。事項書の日程に従いまして、進めさせていただきます。 

 

会議録署名委員の指名 

 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、４番柴原委員

を指名します。よろしくお願いします。 

 

はい。 

 

教育長報告 

 

日程第２、教育長報告については、お手元に配付の通りでございます。教育長報

告について質疑はございませんか。 

 

（質疑なし） 

 

ないようですので、次に進めます。 

 

議案第 30号 令和５年度志摩市教育委員会事務局職員の人事の承認について 

 

 

追加日程第１、議案第 30号 令和５年度志摩市教育委員会事務局職員の人事の承

認についてを議題とします。本案は人事案件のため非公開としたいと思いますが、

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

ありがとうございます。挙手全員です。よって、非公開とすることに決定しまし

た。 

 

（非公開） 

 

質疑はないようですので、非公開を解きたいと思います。それでは採決に移りま

す。議案第 30号について承認される方は挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

ありがとうございます。挙手全員です。よって議案第 30号は可決されました。 
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日程第３ 

 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

報告 32号 「子どもの育ちや学びの支援 志摩市総合教育センター」（保護者宛

文書）の配付について 

 

日程第３、報告第 32 号 「子どもの育ちや学びの支援 志摩市総合教育センタ

ー」（保護者宛文書）の配付についてを議題といたします。本案について事務局か

ら説明を求めます。 

事務局。 

 

報告第 32 号の「子どもの育ちや学びの支援 志摩市総合教育センター」（保護者

宛文書）の配付についてご説明いたします。資料は２ページ以降です。資料３ペ

ージ、４ページの内容で、10月に保護者宛のセンター便りをお送りいたしました。

先日の保護者宛のセンター便りでは、全国学力学習状況調査の教科の調査の結果

をお知らせしました。今月は、子どもたちの学習習慣や生活習慣についての調査

結果をお知らせしました。内容についてご説明いたします。強みといたしまして、

生活に関することで、「朝食をとっている」ことをはじめ７項目を記載し、学習に

関することで、「勉強は大切だと思っている」ことをはじめ４項目を記載いたしま

した。弱みとしましては、学習に関することで、「自分で計画を立てて勉強するこ

とが少ない」ことをはじめ３項目を記載いたしました。その上で、強み・弱みを

踏まえまして、これからどうしていくと良いのかを、右側に記載いたしました。

総合教育センターといたしましては、できるだけ平易で具体的な内容となるよう

心がけて記載をいたしました。次の頁をお願いいたします。「学習時間のめやす」

を記載し、併せて学習方法を記載いたしました。その下に、学校での取り組みを

「授業の充実に向けて」、「家庭学習の充実に向けて」、「学習意欲の充実に向けて」

の３つの分野に分けて記載をいたしました。そして、結びに家庭学習の時間や内

容について、家庭で話題にしていただき、学習習慣づくりをしていただきたいこ

と、スマホの使い方などについて記載いたしました。説明は以上になります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

説明がありましたが、質疑はございませんか。 

委員。 

 

以前よりも見やすく、保護者にわかりやすい便りになったと思います。今後も引

き続き保護者の目に留まるような内容や、わかりやすい内容の便りをよろしくお

願いします。 

 

引き続きお家の方にもわかりやすい内容で、積極的に発信していきたいと考えて

おります。 

 

他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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各委員 

 

教育長 

 

日程第４ 

 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（質疑無し） 

 

質疑はないようですので、報告第 32号は承認されました。 

 

報告第 33 号 志摩市総合教育センター運営委員会 令和５年度 第２回会議に

ついて 

 

続きまして日程第４、報告第 33号 志摩市総合教育センター運営委員会 令和５年

度 第２回会議についてを議題といたします。本案について事務局から説明を求め

ます。 

事務局。 

 

報告第 33号、志摩市総合教育センター運営委員会 令和５年度 第２回会議につい

てご説明いたします。資料は５ページ以降となります。資料６ページをお願いい

たします。今年度、第２回の会議を９月 13日に開催いたしました。出席委員は委

員全員の８名でした。会議の場でいただいた主な質問等と、それを受けての事務

局からの説明内容を中心にご報告いたします。まず教育相談に関して事務局の説

明が続きまして、そのあと９ページをお願いいたします。このページ２人目の発

言として、「ほっとるーむ」に関し、子どもたちにどのような良い面が出てきてい

るのか、支援員の人数をどのように確保していくのかとのご質問をいただき、こ

れに対しまして、良い面につきましては、「ここが行くことができる場所」、いわ

ば居場所であると認識できていること、自分の今後について考えられていること、

自力で通級する機会が増えるお子さんがいると思われることを説明いたしまし

た。支援員の確保につきましては、学校運営協議会を母体としていることなどを

説明いたしました。10ページをお願いいたします。引き続き「ほっとるーむ」に

関し、人数が多いときは部屋が狭いと感じること、子どものやりたいことが違う

とき、支援員が分かれるときに人数が不足するのではないか、今後の他校での展

開にあたって、学校との距離感を考えると良いとのご意見をいただきました。こ

のようなやり取りを受けまして、教育長から、支援員と場所につきまして、場所

は志摩市の場合は学校外に居場所を作っていること、その居場所として公共施設

が適しているので、公共施設を探しながら進めていること、支援員は学校運営協

議会に依頼しつつ探していること、予算化して、さらに多くの学校で居場所をつ

くっていることを説明していただきました。 

続きまして、このページの最後の発言にありますとおり、ふれあい教室に関し、

進路に関わるサポートについてご質問いただき、次の 11 ページにありますよう

に、在籍校の担任の先生と指導員が常に情報共有、連携を行っていること、通信

制高校の先生にお越しいただいて、高校の様子を通級生に話していただいたこと

を説明いたしました。この 11ページ中ほどにありますとおり、教育長からカウン

セリング事業に関し、臨床心理士を２人にしたことの成果についてご質問いただ

き、適時に相談していただくことが可能になったこと、長い間待っていただかな
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教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

委員 

 

 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

くてよくなったことを説明いたしました。 

続きまして教職員研修について事務局から説明をし、12ページの２番目のご発

言のとおり、リクエスト研修の具体的な内容についてご質問をいただき、その内

容を説明いたしました。それにつきまして、参加したいができなかった先生方へ

の対応について質問をいただき、各校で還流していただいていること、資料を回

覧していただいていることを説明いたしました。 

続きまして「調査・研究」について事務局から説明し、少し飛びますが 14ページ

２番目のご発言のとおり、実証的に進めるプログラミング学習についてご質問を

いただきました。このことにつきましては、現段階は準備段階であることを説明

いたしました。１ページ戻りまして 13 ページ下１/３ほどのとおり、資料取集・

管理について事務局から説明をし、これに関しては特に質問等はありませんでし

た。概略ではありますが、説明として以上となります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

説明がありましたが、質疑はございませんか。 

 

はい。 

 

委員。 

 

「ほっとるーむ」の地域のボランティアに協力いただく方の数が少なくなってき

ているということなのですが、例えば通ってくる子どもたちの数は、毎日把握で

きないですよね。来たい時に来ますよね。そうすると支援員が足りなかった場合

はどうするのですか。支援員の方も、常時何人というのは決まっているのですか。 

 

事務局。 

 

支援員も、月の予定を組ませていただいて、常時月単位でこの日は何人来れるか

というところは、把握した中でのスタートになります。 

 

目安はあるのですね。 

 

そういったところで厳しい状況の時は閉じざるを得ない時もありますが、学校の

養護教諭や学校と連携しながら、子どもが通学しても支援員がいないという体制

がないように、できる限りやっております。あと、学校運営協議会を母体にしつ

つ、数名ですが、学生ボランティアも実際に各学校にいるという状況もございま

す。学生ですので、なかなかほっとるーむの時間のタイミングが合うかというと

ころもございますが、そういったところも幅を広げながら、また民生委員さん、

市民児童委員さん等々、今後会議があるので、幅を広げていきたいと考えており

ます。 
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委員 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

各委員 

 

教育長 

 

日程第５ 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

わかりました。ありがとうございます。 

 

関連して、それぞれのほっとるーむに何人ぐらい来ているかという数字を教えて

もらうことはできますか。 

 

今把握している部分ですと、文岡中の２人、それから志摩中に２人です。文岡中

に関しては、１人は週に３回、残り１名と志摩中の２人については週に１回とな

ります。 

 

よろしいでしょうか。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

他いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（特になし） 

 

質疑はないようですので、報告第 33号が承認されました。 

 

その他協議・報告案件について ①各課からの報告 

 

続きまして日程第５、その他協議・報告案件についてに移ります。まず①各課か

らの行事予定の報告を求めます。質疑は各課の報告の後、一括して求めますので

ご了解ください。事務局。 

 

教育総務課です。よろしくお願いします。資料の 15ページをご覧ください。11月

20 日月曜日でございますが、第 11 回定例教育委員会を４階 405 会議室で開催予

定とさせていただいておりますので、ご予定のほうをよろしくお願いいたします。

以上でございます。 

 

事務局。 

 

学校教育課です。先月からも進めていますが、10 月 26 日から 11 月 16 日まで、

就学児健康診断が行われています。場所は大王公民館、阿児アリーナ、図書館、

それから磯部生涯学習センターです。以上です。 

 

事務局。 

 

よろしくお願いします。10 月 30 日に学力向上検討委員会の第３回会議を予定し
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教育長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ております。年間４回計画しているうちの３回目となります。以上です。 

 

事務局。 

 

生涯学習スポーツ課です。よろしくお願いいたします。資料の最終 18ページをご

覧ください。初めに 10 月 22 日に磯部生涯学習センターにおいて連続講座、志摩

学「考古学からみえる志摩」を開催いたします。令和４年度は、「海女」をテーマ

に開催しましたが、本年は「考古学」をテーマに志摩学を開催いたします。第１

回の講師は、兵庫県まちづくり技術センターの職員で、一昨年まで志摩市の学芸

員でありました三好氏を迎えまして、「考古学が解き明かす志摩の地域史」と題し

まして、講座を開催いたします。定員 30名のところ 36名の応募がございまして、

36 名の受講可能ということで、講座を 36 名で開催いたします。なお、２回目は

11月 26日、３回目は 1月 20日の開催を予定しております。 

続きまして 10月 28日には「GO ACTION FES’23 AUTUMN」ということでスポー

ツイベントを開催いたします。春に幼児から小学生低学年向けに、磯部ふれあい

公園でイベントを開催いたしましたが、今回はターゲットを小学生高学年、中学

生といたしまして国府白浜休憩舎を中心に、サーフィンやスケートボード体験、

モルックの体験など様々なアクティビティを準備しております。またマルシェや

買い物、それから音楽もありまして、大人も楽しめるイベントとなっております。

加えまして世界陸上メダリストであります藤光謙司さんを迎え、ワークショップ

も２回ほど開催したいと思っております。今後も市内の子ども達がスポーツに楽

しんでもらえる機会をしっかり確保していきたいと考えています。 

続きまして 11 月 3 日、文化財管理者、所有者向けの講座といたしまして、「知

って得する！文化財の管理方法豆知識」を開催いたします。令和４年度において、

市内の文化財所有者へアンケート調査や聞き取り訪問を実施しまして、多くの所

有者より適正な文化財保存、管理方法がわからないということで、今回この講座

を計画いたしました。講師は三重県総合博物館の甲斐由香里氏を迎えまして、文

化財の適正な管理、保存方法や、身近な日用品を活用した簡単に使える保管方法

を学んでいきたいと考えています。 

それから 11 月 11日、「令和５年度三重県スポーツ推進委員研修会兼第 64回三

重県スポーツ推進委員研究大会」を開催いたします。県内のスポーツ推進委員が

一同に介しまして、地域における生涯スポーツの振興について研修を行います。

今回は、スポーツ推進委員の資質の向上、及び会員相互による意見交換を目的に

実施いたします。毎年 14市で持ち回りで実施しており、本年度は志摩市で開催い

たします。また、研修会の講演及び、体軸体操やスポーツリズムトレーニングの

実技のご指導を行っております隈元康太さんを迎えまして、「運動は何故良いの

か」をテーマにご講演をいただきたいと考えています。志摩市のスポーツ推進委

員は条例では 35名ですが、現在 32名おりまして、そのうち 20名と事務局３名の

23名が参加いたします。 

最後に 11 月 12 日「志摩市スポーツ少年団 志摩市長杯野球大会」が行われま
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教育長 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

日程第５ 

 

教育長 

 

各委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。場所は長沢野球場で、雨天時の予備日として 11月 19日を予定しております。

開会式には市長並びに教育長が出席していただくとなっております。以上、行事

予定報告となります。よろしくお願いいたします。 

 

以上で各課からの報告がすべて終わりましたので、一括して質疑を求めたいと思

いますが、質疑はございませんか。 

 

（質疑無し） 

 

ない様ですので次に進みます。 

 

その他協議・報告案件について ②その他 

 

②その他について、何か報告事項等はございませんか。 

 

（特になし） 

 

それではこれで、その他協議・報告案件について終わりたいと思います。以上で

本日の日程は全て終了しました。次回定例教育委員会は令和５年 11 月 20 日月曜

日９時から 405会議室で行います。以上で令和５年第 10回定例教育委員会を閉会

とします。どうもありがとうございました。 

 

 

本日の会議を記録し、署名する。 

 

 

教  育  長 

 

 

 

委    員 

 


